
 

 

 

 

 

「つながる・つなげる」 

～学校教育目標の実現に向けて～ 

                           所長 豊田 邦昭  

 

春休み中、満開の桜の下でお花見をする子どもたちと出会いました。思いがけず

「こんにちは！」と元気なあいさつをしてもらい、心がとても温かくなりました。

その子どもたちの笑顔を見て「よし、今年度もがんばろう！」と気持ちを新たにし

ました。益田管内の教育のために、微力ながら精一杯努力していきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。  

さて、今年度の益田教育事務所経営方針は、昨年度ま

での「現場を支える  ～後方支援～ 」を土台として  

「つながる・つなげる」としました。 

この経営方針をそれぞれの分掌・役割の中で自己課題

化するために、年度初めのスタッフ会で意見を出し合い

ました。全スタッフ２３人が５つのグループに分かれ

て、現場が抱える課題の解消に向け、私たちは「何とつ

ながるのか」、また「何と何をつなげるとよいか」をテ

ーマに議論しました。各グループから出た意見の一部を

紹介します。  

「教育事務所のスタッフ同士、他事務所のスタッフとつながる」 

「各小中学校の管理職とつながる」 「地域とつながる」 

「最新の知見と教職員をつなげる」 「子ども・教職員を未来につなげる」 

「支援者（SSW・関係機関等）と子ども・保護者をつなげる」 

「特学担任と他校の特学担任をつなげる」 

「縦のつながり（保幼こ小中高養）をつなげる」 

  「事務グループと他の事務グループをつなげる」 

私がめざす「つなげる」は、事務所スタッフと各校の学

校教育目標をつなげることです。その具体的な取り組みの

一つとして、指導主事が学校訪問をする際には、訪問校の教育目標を確認し、その

研究や授業が、どう教育目標と関連付いているのかといった視点を持ちながらの助

言・支援に努めます。そうした取り組みを重ねることによって、教職員が学校教育

目標という共通のゴールをめざし、連帯感、一体感が生まれ、校長先生が考える学

校の進むべき方向性＝ベクトルのそろったチームになることができると考えます。 

管内には３８の小中学校、４０９２人の子どもたち、約６００人の教職員がいま

す。その一人ひとりにいろいろな夢や希望があるとともに抱える悩みや課題があり

ます。すべての子ども・教職員が誰からも尊重され、安心して自分らしく生き生き

と学び、働くことのできる、そんな学校作りのサポートを、益田教育事務所スタッ

フ全員がつながり、取り組んでいきたいと思います。

令 和 ４年 ４月 １８日 

益 田 教 育 事 務 所 

令和４年度  
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益田市派遣 
社会教育主事 

桐 雅幸 
0856-31-0622 

大畑 伸幸 

(益田市派遣) 

0856-31-0622 

総務課 

 

指導主事 

三上 純子 

0856-31-9606 

課長 

寺尾  美鈴 

〈事務総括〉 

0856-31-9671 

互助会嘱託 
雪村 知子 

〈退職会員互助医療〉  
0856-23-2483 

豊田 邦昭 

0856-31-9670 

企画幹 

  瀬戸 洋 
〈社会、学校経営〉 

0856-31-9675 

増野 裕章 
0856-31-9673 

事務職員 
坂本 恵子 
0856-31-9672 

主事 
村上 成美 

0856-31-9671 

企画幹 

澤江 健 

0856-31-9676 

益田市派遣 
社会教育主事 

大峠 直也 
0856-31-0622 

吉賀町派遣 
社会教育主事 

中村 浩志 
0856-77-1285 

岩﨑 真人 
〈生徒指導等〉 
0856-31-0445 

下脇 由記子 
0856-31-9521 

植田 幸司 
〈学力向上〉 
0856-31-0445

渡邊 純一 
〈生徒指導等〉 
0856-72-1854 

社会教育スタッフ 

津和野町派遣 
社会教育主事 

水上 真悟 
0856-72-1854 

 

上田 陽一郎 

0856-31-9676 

学
校
教
育
ス
タ
ッ
フ 指導主事 

村上 大樹 
〈算数/数学、教職員研修〉 

0856-31-9673 

吉賀町派遣指導主事 
高橋 晶子 

〈特別支援教育等〉 
0856-77-1285 

益田市派遣指導主事 
大田 直子 

〈特別支援教育等〉 
0856-31-0445 

企画員 
藤本 いづみ 

0856-31-9672 

調整監 

 

所 長 

 

指導主事 
富澤 孝輔 

 
 0856-31-9673 

指導主事 

兼生徒指導専任主事 

福原 奈美 

＜生徒指導、国語＞ 

0856-31-9674 



令和４年度 管内指定事業等一覧 

事   業   名 
指定校・指定地域 

開催地・会場 
担当者 

文 部 科 学 省 関 係 

① スクールカウンセラー活用事業 管内全小中学校  
福原 

② スクールソーシャルワーカー活用事業 益田市 津和野町 吉賀町 

③ 

結集！しまねの子育て協働プロジェクト 

益田市 津和野町 吉賀町 澤江 
 

放課後子ども教室、地域学校協働活動 

家庭教育支援、外部人材を活用した教育支援 

地域未来塾に係る学習支援 

県 教 育 委 員 会 関 係 

④ 学校図書館活用教育研究事業 吉田小 吉田南小 津和野小 
福原 

⑤ 学校司書等による学びのサポーター事業 全小中学校 

⑥ しまね数リンピック 10/30 未定 村上 

⑦ 科学の甲子園ジュニア全国大会 島根県予選大会 7/30  
益田市民学習センター 

（2 次予選 9/10 浜田） 
瀬戸 

⑧ メディカル・アカデミー（8 月中で調整中） 西部の県立高等学校 村上 

⑨ ふるさと教育推進事業 益田市 津和野町 吉賀町 
澤江 

⑩ 人権・同和教育地域活性化事業 益田市 津和野町 吉賀町 

令和４年度 管内研究会予定 

期 日 研 究 会 等 名 会場校 

10月 21日（金） 島根県理科教育研究大会 益田小・高津中 

令和４年度 必修とする研修等予定一覧 

 研 修 等 名 期 日 会 場 等 

① 教育施策説明会 5 月 17 日 
益田合庁に集合しての

遠隔 

② 生徒指導主任・主事等研修 5 月 27 日 益田合同庁舎 

③ 人権教育担当主任等研修 6 月 7 日 益田合同庁舎 

④ スクールカウンセラー活用事業連絡協議会 6 月 17 日 益田合同庁舎 

⑤ キャリア教育研修 6 月 24 日 オンライン 

⑥ 小・中学校校長学校経営実践研修（西部） 6 月 28 日 オンライン 

⑦ 養護教諭研修 7 月 8 日 益田合同庁舎 

⑧ 学校図書館活用研修（小学校必修） 7 月 15 日 オンライン 

⑨ ふるさと教育研修 8 月 2 日 浜田教育センター 

⑩ 小学校体育実技研修 8 月 4･5 日 
島根県立体育館 

アクアみすみ・三隅中央会館 

⑪ 
特別支援学級教育課程説明会（鹿足郡会場） 8 月 8 日 柿木ふれあい会館 

特別支援学級教育課程説明会（益田市会場） 8 月 9 日 益田合同庁舎 

⑫ 中学校体育教員（武道）研修 10 月 14 日 島根県立石見武道館 

⑬ 小・中学校等教頭学校経営実践研修（西部） 10 月 19 日 オンライン 

 



相談型訪問指導を活用してみませんか

益田教育事務所では先生方の「思い」や「願い」にお応え
できるよう、相談型訪問指導（A-3）を行っています。平成
30年度から実施しており、これまでにのべ65件の依頼を受け
て訪問に伺っています。年度途中での申請もできますので、
是非ご活用ください。

これまで依頼いただいた例（主なもの）

申請者 依頼内容（研修内容）

市郡教研の教科等部会
教科等の授業づくりと学習評価につ
いての研修講師

教研大会の授業者
構想の段階から授業づくりや指導案
についての相談

小学校の学年部
授業づくりについての相談（教材研
究・単元計画）

中学校の研究主任 校内研修における講師

特別支援学級の担任
授業を参観した上で支援の在り方に
ついての相談

次の3つのステップで、申請ができます！

①まずは管理職に相談してください。
②申請者が電話で、訪問指導を希望する旨をお
知らせください。その後、担当指導主事と日
程や内容を事前に調整します。

③各校にある申請書に記入し、FAXしてくださ
い。または、申請書を益田教育事務所HPから
ダウンロードして、メールで提出してくださ
い。（QRコードからアクセスできます。）

詳しくは、学校教育スタッフ
学校訪問指導担当までお気軽にどうぞ！

☎0856-31-9673/9676



 

総務課は、前年度に引き続き同じメンバーで業務にあたります。よろしくお願いします。 

 

今年度の益田教育事務所の経営方針は「つながる・つなげる」～学校教

育目標の実現に向けて～です。総務課でも各学校の学校教育目標達成のた

め、学校教育スタッフ、社会教育スタッフと所内職員同士でもしっかりつ

ながりながら、主に次の業務に携わり，学校現場をより良く支えたいと思

います。 

 

《総務課の業務》 

 また、「学校事務職員人材育成基本方針」に沿って、関係機関と連携し、「学び続ける学

校事務職員」の育成に関わっていきます。 

 

《今年度の取り組み》 

 「教育事務所⇔学校・学校事務職員」、「事務グループ⇔事務グループ」、「学校事務職員

⇔学校事務職員」、「事務グループ内の事務職員同士」、「教育事務所⇔他機関等」の様々な

つながりにおいて、つながること、つなげることで得られる利点を意識しながら、定型業

務とともに次の取り組みを行う予定です。 

 

昨年度は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、計画しておりました事務リーダー会

が中止となりました。今年度は早い時期に開催を計画予定です。また、昨年度に引き続き

事務グループ訪問も行いたいと思います。今年度もよろしくお願いいたします。 

 

■ 給与・旅費等の定型業務への支援 

各校、事務グループの実態に合わせ、正確・迅速に事務処理ができる（または、適

切に判断・助言ができる）能力向上につながるようグループ訪問や情報提供を行い

ます。 

■ 事務グループ活動への支援 

・事務リーダーとつながることで、グループの運営・推進・グループ員の育成に関

する活動を支援します。 

・他管の教育事務所とつながることで、必要な情報を収集し、活動のヒントとなる

ような情報提供を行います。 

こんにちは 総務課です 

◎主な業務は、『県費負担教職員の任免、給与その他の人事に関すること』です。 

 具体的には… 

・人事事務、昇給内申に関すること 

・教職員の給与、旅費に関すること 

 ・会計年度任用職員(非常勤講師等)の報酬等に関すること  等 


